
令 和 ７ 年 度 

津軽広域水道企業団津軽事業部 

職 員 採 用 資 格 試 験 
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◆受付期間 令和７年１２月８日（月）～令和８年１月７日（水） 

◆試 験 日 令和８年１月１８日（日） 

◆試験会場 弘前市役所（青森県弘前市大字上白銀町１番地１） 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

受験申込先 

津軽事業部 総務課 

〒03６-０３４２ 

青森県黒石市大字石名坂字姥懐２番地 

TEL：017２-５２-６０３３ 

 

津軽広域水道企業団 
おいしいつがるの水をつくる 



１ 試験職種、採用予定人員及び職務の内容 

試験職種 採用予定人員 職 務 の 内 容 

社会人  

電気職 若干名 
水道施設等の設計、施工及び 

維持管理等の業務に従事 

機械職 若干名 
水道施設等の設計、施工及び 

維持管理等の業務に従事 

 

２ 受験資格 

次の(１)から(５)までの要件を満たす者が受験できます。 

(１) 平成２年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた者 

(２) 資格要件（次の資格等のうち１つ以上を有すること。） 

ア 電気職 

・学校教育法に規定する４年制大学、短期大学、高等専門学校または高等学校その他これらに相当すると認める学校等

において電気に関する専門課程を修めて卒業した者 

・技術士又は技術士補（電気電子部門） 

・電気工事施工管理技士（１級、２級） 

・電気通信工事施工管理技士（１級、２級） 

・電気主任技術者（一種、二種、三種） 

・電気通信主任技術者（伝送交換、線路） 

・電気工事士（第１種） 

・建築設備士 

・エネルギー管理士 

イ 機械職 

・学校教育法に規定する４年制大学、短期大学、高等専門学校または高等学校その他これらに相当すると認める学校等

において機械に関する専門課程を修めて卒業した者 

・技術士又は技術士補（機械部門） 

・管工事施工管理技士（１級、２級） 

・建築設備士 

・エネルギー管理士 

(３) 日本国籍を有する者 

(４) 地方公務員法第１６条に定める欠格条項（次のアからウ）のいずれにも該当しないこと。 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 津軽広域水道企業団の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

(５) 職務経験要件  

令和７年１０月１日現在で、民間企業等（国、県や地方公共団体の期間を含む。）における正規職員としての職務経験が

１年以上あること。（任期付職員、契約社員も含む。） 

職務経験は、民間企業等の正規職員として６か月以上継続して就業した期間が該当します。（自営業の期間は含みませ



ん。） 

勤務期間の計算は月単位で行い、月の中途で就職又は退職した場合は、その月はすべて就業していたものとみなします。 

複数の企業・団体での勤務期間を合算できます。ただし、同時に複数の企業・団体に勤務している場合は、そのいずれ

か一つの勤務期間のみを合算することができます。 

 

３ 試験の日時、会場及び合格予定者発表 

試 験 日 試 験 会 場 合格予定者発表 

令和８年１月１８日（日） 
弘前市役所 

（弘前市大字上白銀町１-１） 
令和８年２月下旬頃 

※ 合格予定者には書面で通知するほか、合格予定者の受験番号を津軽事業部管理本館の掲示板とホームページに掲 

載します。 

※ 感染症対策や災害発生等により、試験日・試験会場が変更となる場合があります。なお、変更があった場合は、 

受験申込書に記載の現住所（連絡先）へ書面等でお知らせするほか、企業団ホームページでもお知らせします。 

 

４ 試験種目及び内容 

 試  験 内 容 

ＳＰＩ３―Ｇ 

基礎能力検査（言語） 

（ペーパーテスティング） 

言葉の意味を理解し、文章や話の要旨をとらえる力をみる検査 

ＳＰＩ３―Ｇ 

基礎能力検査（非言語） 

（ペーパーテスティング） 

数的情報をもとに解を導く力や、論理的思考力をみる検査 

ＳＰＩ３―Ｇ 

性格検査 

（ペーパーテスティング） 

職場への適応性を、職務や対人関係に関連する性格の面からみる検査 

作 文 試 験 職務の遂行に必要な見識、判断力、思考力等  【８００字程度】 

面接試験 主として人物についての個別面接試験 

※ 合格予定者には、下記の証明書などを提出して頂きます。なお、資格要件の確認ができない場合や健康状態 

によっては合格を取り消すことがあります。 

    ・卒業証明書 

    ・単位取得証明書または成績証明書  （履修科目の確認ができるもの） 

・資格証明書（写） （免許等の鮮明なコピー） 

・健康診断書 

・住民票（抄本） 

・１年以上の職務経験を証明する書類（年金加入記録、現職の場合は保険証など） 



 

５ 申込受付期間等 

(１) 受付期間  令和７年１２月８日（月）から令和８年１月７日（水）まで。（受付期間最終日必着） 

（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く）。 

(２) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで。 

(３) 受付場所  津軽広域水道企業団 津軽事業部 総務課 （青森県黒石市大字石名坂字姥懐２番地） 

郵送による場合は、令和８年１月７日（水）までに到着したものに限り受付をします。 

 

６ 受験手続き 

受験申込書の

入 手 方 法 

直接請求する場合     津軽事業部総務課で配布しています。 

郵便で請求する場合 

封筒の表に「採用試験案内請求（社会人（電気職・機械職））」と朱

書きし、１４０円切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（角形２号）

を同封のうえ津軽事業部総務課まで請求してください。 

ダウンロードする場合 
津軽広域水道企業団ホームページの職員採用情報からダウンロー

ドしてください。【 https://www.tusui.jp 】 

受験申込方法 

持参する場合 

① 受験申込書に必要事項を記入し、必ず顔写真を貼ってください。 

受験票は、「受験票様式」に返送先住所・氏名を明記のうえ８５円

切手を貼ってください。（官製はがきにホームページに掲載してい

る「受験票様式」を印刷又は貼付けし、返送先住所・氏名を明記す

る。） 

② 受験申込書及び受験票は、折らないでください。 

郵送する場合 

① 封筒の表に「採用試験申込（社会人（電気職・機械職））」と朱書

きし、必ず簡易書留により津軽事業部総務課まで郵送してくださ

い。 

・受領証は、受験票が到着するまで必ず保管しておいてください。 

・簡易書留によらない場合の郵便の事故等については、一切対応し

ません。（令和８年１月７日必着） 

② 受験申込書に必要事項を記入し、必ず顔写真を貼ってください。 

受験票は、「受験票様式」に返送先住所・氏名を明記のうえ８５円

切手を貼ってください。（官製はがきにホームページに掲載してい

る「受験票様式」を印刷又は貼付けし、返送先住所・氏名を明記す

る。） 

③ 受験申込書及び受験票は、折らないでください。 

受験票の交付 

受験票は、令和８年１月９日（金）頃に発送する予定です。 

なお、受験票が１月１４日（水）までに届かない場合は、速やかに津軽事業部総務課まで連絡

してください。 

受験票の宛先は、確実に受領できる住所を記入してください。 

試験に 

持参するもの 
受験票、筆記用具（ＨＢ、Ｂまたは２Ｂの鉛筆）、消しゴム 

  ※ 感染症予防の観点から、できるだけ郵送での請求・申込をお願いします。 



 

７ 試験成績の開示（閲覧） 

この試験で不合格になった場合、個人情報の保護に関する法律第 69 条第２項第１号の規定により、受験者本人が口頭で

試験結果の提供を求めることができます。なお、本人以外の代理人には提供しません。 

提供を求める際には、本人確認が可能な顔写真が添付された書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生

証等）を持参し、津軽事業部総務課へ直接おいでください。 

受付時間は、平日の、午前８時３０分から午後５時までです。 

提供する期間は、合格発表の日から１か月間です。 

提供する内容は、順位と得点です。 

 

８ 合格から採用まで 

最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。採用候補者名簿の有効期間は、原則として合格発表の日の翌日から起算

して１年間です。採用の時期は、原則として令和８年４月１日以降ですが、早ければ最終合格発表後に随時採用となる場合

があります。 

最終合格者であっても、採用までに公務員としてふさわしくない行為等があった場合には、採用されないことがあります。 

 

９ 給与・勤務条件等（令和７年４月１日現在） 

(1) 初任給は、高等学校新卒者の初任給１９４，５００ 円を基準に、民間企業等における職務経験に応じて決定されます。 

※上記例の初任給は、参考額であり、職務経験により異なります。 

※今後、人事院勧告による国家公務員の給与改定等を踏まえ、改定（引上げ又は引下げ）することもあります。 

(2) 諸手当 ６月、１２月に期末・勤勉手当が、１１月から３月まで寒冷地手当が支給されます。 

また、受給要件を満たした場合には、扶養手当、通勤手当及び住居手当等が支給されます。 

(3) 勤務時間 1日７時間４５分、週３８時間４５分（原則） 

(4) 休暇制度 年次有給休暇（年２０日。４月１日採用の場合は、その年は１５日。残日数は、２０日を限度として翌年に繰

越し。４０日限度）、病気休暇、特別休暇等 

(5) 勤務地 黒石市大字石名坂字姥懐２番地（津軽広域水道企業団 津軽事業部） 

 

10 「水道企業団」とは 

   津軽広域水道企業団（津軽事業部）は、特別地方公共団体（地方公共団体の一部事務組合）に分類され、地方公共団体が

水道事業（津軽事業部は水道用水供給事業）を経営する「地方公営企業」であり、その経営に関する事務を共同処理する一

部事務組合を「企業団」、その管理者を「企業長」といい、現在の企業長は弘前市長です。 

また、企業団の職員は、国及び地方公共団体の職員と同程度の勤務条件（給料、手当、休暇等）が適用され、「企業職員」

といい、地方公務員法又は地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受けます。 

 

1１ その他 

この試験に関する問合せは、津軽広域水道企業団津軽事業部総務課まで。 

      （〒036-0342 青森県黒石市大字石名坂字姥懐２番地 TEL：017２-５２-６０３３） 

受付時間：午前８時３０分から午後５時までです（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）。 

※ 注意事項 

     受験者用の駐車スペースは確保しておりませんが、弘前市役所立体駐車場（有料）を利用しても差し支えありま

せん。 



     試験会場の敷地内は全面禁煙とします。（厳守） 

試験中は、携帯端末（携帯電話等）や電子機器の電源は切っていただきます。（厳守） 

その他、係員の指示に従わない場合等は、受験を停止させることがありますので注意してください。 


